
職員の定年の引上げに伴う関係規則

の整備等に関する規則をここに公布す

る。
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野田市規則第２７号

職員の定年の引上げに伴う関係規則の整備等に関する規則

（野田市一般職の職員の給与支給規則の一部改正）

第１条 野田市一般職の職員の給与支給規則（昭和２６年野田市規則第９号）

の一部を次のように改正する。

第２条の３の見出し中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改め、同条中「地方公務員法第２８条の５第１項に規定する」

を「野田市職員の定年等に関する条例（昭和５９年野田市条例第２３号）第

１２条又は１３条第１項の規定により」に、「を占める」を「に採用された」

に改める。

（野田市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正）

第２条 野田市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則（昭和３４年野田

市規則第５号）の一部を次のように改正する。

第６条第１号中「通用期間が支給単位期間（条例第１１条第５項に規定す

る支給単位期間をいう。以下同じ。）である定期券の価額」を「次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」に改め、同号に次のように加え

る。

イ ロに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間（条例第１１条

第５項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。）と同じくする定期

券の価額

ロ 使用する定期券の通用期間が６箇月を超える場合 市長の定める額

第６条の２の見出し中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改める。

第８条の２第１項第３号中「であって、これらの期間が２以上の月にわた

ることとなるとき。」を「（これらの期間の初日の属する月又はその翌月に

復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第８条の４第２項にお

いて「派遣等となった場合」という。）」に改め、同条第２項第１号中「前

項第２号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等（



同号の改定後に１箇月当たりの運賃等相当額等が５５，０００円を超えるこ

ととなるときは、その者の利用するすべての交通機関等）、同項第１号、第

３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべ

ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻し

を、市長の定める月（以下この条において「事由発生月」という。）の末日

にしたものとして得られる額（次号において「払戻金相当額」という。）」

を「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」に改め、同号に

次のように加える。

イ ロに掲げる場合以外の場合 前項第２号に掲げる事由が生じた場合に

あっては当該事由に係る交通機関等（同号の改定後に１箇月当たりの運

賃等相当額等が５５，０００円を超えることとなるときは、その者の利

用する全ての交通機関等）、同項第１号、第３号又は第４号に掲げる事

由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、

使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月

（以下この条において「事由発生月」という。）の末日にしたものとし

て得られる額（次号において「払戻金相当額」という。）

ロ 使用している定期券に通用期間が６箇月を超えるものがある場合 市

長の定める額

第８条の２第２項第２号イ中「ロ」の次に「及びハ」を加え、同号ロ中「

いる場合」の次に「（ハに掲げる場合を除く。）」を加え、「すべて」を「

全て」に改め、同号に次のように加える。

ハ 前号ロに掲げる場合 市長の定める額

第８条の３第１項第１号中「当該交通機関等において発行されている定期

券の通用期間のうち６箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間」

を「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」に改め、同号に

次のように加える。

イ ロに掲げる場合以外の場合 交通機関等において発行されている定期

券の通用期間のうち６箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する

期間

ロ 使用している定期券の通用期間が６箇月を超える場合 市長が定める



期間

第８条の４第２項中「法第２８条第２項の規定により休職にされ、法第５

５条の２第１項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第２

条第１項の規定により派遣され、育児休業法第２条の規定により育児休業を

し、又は法第２９条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間

が２以上の月にわたることとなったとき」を「派遣等となった場合」に、「）

は」を「）には」に改める。

第１１条中「定期券」を「定期券等」に改める。

（野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改

正）

第３条 野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭

和３９年野田市規則第３号）の一部を次のように改正する。

第１４条中「法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」を「野田市

職員の定年等に関する条例（昭和５９年野田市条例第２３号）第１２条又は

第１３条第１項」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。

第１４条の２中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め

る。

（野田市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正）

第４条 野田市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則（昭和３９年野

田市規則第７号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

５第１項」を「野田市職員の定年等に関する条例（昭和５９年野田市条例第

２３号）第１２条又は第１３条第１項」に、「採用」を「短時間勤務の職に

採用」に改め、「短時間勤務の職を占める」を削る。

（野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正）

第５条 野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（昭和６

０年野田市規則第１８号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項及び第５条の２並びに別表第２第２１号及び第２２号中「再

任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。



（野田市一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正）

第６条 野田市一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（平成３年野

田市規則第１７号）の一部を次のように改正する。

附則第４項中「附則第５項」を「附則第４項」に改め、附則第５項中「附

則第６項第１号」を「附則第５項第１号」に改め、附則第６項中「附則第６

項第２号」を「附則第５項第２号」に改め、附則第７項中「附則第５項」を

「附則第４項」に改める。

（野田市職員の育児休業等に関する規則の一部改正）

第７条 野田市職員の育児休業等に関する規則（平成４年野田市規則第８号）

の一部を次のように改正する。

第１条の２中「第２条第３号ア(ｲ)」を「第２条第４号ア(ｲ)」に改める。

第５条第３項及び第７条第２項中「第２条第３項」を「第２条第２項」に

改める。

（野田市職員の退職手当に関する規則の一部改正）

第８条 野田市職員の退職手当に関する規則（平成１３年野田市規則第１８号）

の一部を次のように改正する。

第１３条中「による」の次に「退職後一定の期間求職の申込みをしないこ

とを希望することの申出並びに同項の規則で定める事業、同項の規則で定め

る職員及び同項の規定による退職後に事業を開始したこと等の」を加える。

（野田市職員の退職手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第９条 野田市職員の退職手当に関する規則の一部を改正する規則（平成

１９年野田市規則第２５号）を次のように改正する。

附則第２項中「附則第５項の」を「附則第３項の」に、「附則第４項」を

「附則第２項」に、「附則第５項に」を「附則第３項に」に改め、附則第３

項中「附則第７項」を「附則第５項」に、「附則第６項」を「附則第４項」

に改める。

（野田市職員の退職管理に関する規則の一部改正）

第１０条 野田市職員の退職管理に関する規則（平成２８年野田市規則第１０

号）の一部を次のように改正する。

第２１条第２号中「法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」を「



野田市職員の定年等に関する条例（昭和５９年野田市条例第２３号）第１２

条」に改める。

（野田市職員の分限に関する条例施行規則の一部改正）

第１１条 野田市職員の分限に関する条例施行規則（令和元年野田市規則第３

７号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「第４条第１項」を「第６条第１項」に改める。

（野田市職員の再任用に関する条例施行規則の廃止）

第１２条 野田市職員の再任用に関する条例施行規則（平成２４年野田市規則

第３４号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（野田市一般職の職員の給与支給規則の一部改正に伴う経過措置）

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改正

法」という。）附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは

第３項の規定により採用された職員（以下「暫定再任用短時間勤務職員」と

いう。）は、この規則による改正後の野田市一般職の職員の給与支給規則第

２条の３に規定する短時間勤務の職に採用された職員とみなして、同規則の

規定を適用する。

（野田市一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過

措置）

３ この規則の施行の日前にこの規則による改正前の野田市一般職の職員の通

勤手当の支給に関する規則第８条の２第１項第３号に規定する月の中途にお

いて地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下この項において「法」

という。）第２８条第２項の規定により休職にされ、法第５５条の２第１項

ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条

例（平成１４年野田市条例第２号。以下「公益的法人等派遣条例」という。）

第２条第１項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第２条の規定により育児休業をし、又は法第２

９条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始に



ついては、なお従前の例による。

（野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改

正に伴う経過措置）

４ 改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第５条第１項若しくは第３項

の規定により採用された職員（以下「暫定再任用職員」という。）及び暫定

再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の野田市一般職の職員の期

末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第１４条に規定する定年前再任用短

時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。

（野田市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経

過措置）

５ 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後

の野田市一般職の管理職手当の支給に関する規則第２条第２項に規定する短

時間勤務の職に採用された職員とみなして同規則の規定を適用する。

（野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に

伴う経過措置）

６ 暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の野田市職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第３条第２項及び第５条の２並び

に別表第２の２１の項及び同表の２２の項に規定する定年前再任用短時間勤

務職員とみなして、同規則の規定を適用する。

（野田市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置）

７ 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員として採用された場合は、

この規則による改正後の野田市職員の退職管理に関する規則（次項において

「新規則」という。）第２１条第２号に規定する場合とみなして、同規則の

規定を適用する。

８ この規則の施行前に、改正法による改正前の地方公務員法第２８条の４第

１項又は第２８条の５第１項の規定により職員として採用された場合におけ

る新規則第２１条の規定の適用については、なお従前の例による。


